
禁煙事例紹介

東京都千代田区

■図1：ポイ捨て吸い殻定点観測（秋葉原） ■図2：生活環境条例に対する区民世論調査「条例への評価」

　「なんだか、たばこばかりだなあ」千代田区が、指定地区でのポ

イ捨て禁止などを明記した「生活環境条例」を施行してから今年

の10月で丸2年。生活環境全般の整備に関する条例とはいえ、歩

きたばこの禁止が一人歩きし、同区の石川雅己区長も当初は苦

笑いしていたという。2,000円の過料を設けたこの条例（過料は

2002年11月から実施）は、区政始まって以来の反響を呼び、路上

喫煙の深刻さを浮き彫りにする結果となった。

　千代田区は、夜間人口（区の住民）は約4万人だが、昼間は買い

物客や勤務している人も含めると100万人もの人が区内に集まる。

これだけ昼夜の人口格差が大きいと、地域の環境も悪化しやす

い状況にあるといえる。「たばこのポイ捨てが多くて困っていま

す。家の前の道などは、掃いても掃いても通行人が捨てていく。

どうにかならないでしょうか」こうした声が相次ぎ、区がそれに

応える必要があったのだ。

　千代田区には既に「ポイ捨て禁止条例」があった。しかし、「吸

い殻や空き缶などをみだりに捨ててはならない」と規定してい

たこの条例は、あくまで努力義務でしかなかった。

　「新しい条例を作って、街をきれいにしていくことはできない

だろうか。ポイ捨て禁止条例はあっても罰則がないせいか、まっ

たくきれいにならない。罰則を設ける方向で検討してみては」石

川区長は2001年6月、当時の総務課長に罰則を伴う新条例制定を

指示した。

　罰則について問題になったのは、その方法だった。「罰金」「拘留」

「科料」については、

刑法犯と同じ扱い

になる。警察や検

察が捜査して、裁

判を経てから判決

や略式命令が決ま

る。つまり「刑事罰」

である以上、警察の立件が必要であった。

　「過料というのがある。過料は行政が科すものだ。警察に迷惑

をかけないで済むのではないか」と言い出したのは石川区長だ

った。過料は、行政上の秩序を害する行為に対して自治体が科す

「秩序罰」である。運用についても自治体が独自で行う。千代田区

だけでの実施が可能というわけだ。

　過料という「伝家の宝刀」を抜ける刀にして、しかも違反者に

いつでも抜けるようにした条例は、全国でも珍しいケースだった。

　「それでも我々を振り切って逃げたり罵声を浴びせたりされ

るのは、ほんの一部です。テレビ等で､過料を払う時にお金を投げ

つけられた場面の報道がありましたが、これは12社ものメディ

アが取り囲んでいた時で､相手を刺激したのかもしれません」と

語るのは、生活環境課の小川賢太郎氏。小川氏をはじめとする担

当者は、条例のPRのため各メディアの取材を受けるほか、飛び込

みの営業マンのように各家庭や商店主にポスターを貼ってもら

うようお願いして回った。その結果、当初は条例に反対する声も

あったが、賛成の声が次第に多くなっていったという。

　2004年4月1日、千代田区は条例の施行後、たばこのポイ捨てが

9割以上も減少したと発表した。

「秩序罰」として過料を導入

抜けない刀にならないように

住民の悲痛な叫びから
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大変良い

408人

（62.4％）

まあまあ良い

169人

（25.8％）

どちらとも言えない

44人（6.7％）

あまり良くない

26人（4.0％）

悪い 6人（0.9％）

無回答 1人（0.2％）

千代田区生活環境条例ホームページより

条例を良いと答えた方 88.2％


